
多く、専門性を高めることも難しい状況です。また、学校におけ
る日本語指導に関しては、学習指導要領に当たるものがないため、
教育内容・方法、進度等の決定は担当者に委ねられますが、暗中
模索といった状態です。子どもの「できない」ことに目が奪われ、

「 文字・語彙・文法 」の知識を覚えさせることに偏向する状況も
見られます。覚えさせるだけではなく生活や学習で遭遇する問
題・課題を解決する過程で日本語を使いながら、周囲と関係を構
築したり、思考し・創造したりする力として運用する力を高める
学習とその学習環境をデザインすることが期待されます。 
※担当者の資質・能力に関しては、「豆の木」力モデルが参考になります。文部
科学省「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム開発
事業」（2017 ～ 2019 年度）（https://mo-mo-pro.com/） 

（3）小・中学校の取り組み・実践例 

散在地域では、多くの教育課題を抱える中、日本語指導に予算
を確保しにくい状況があります。こうした状況下で、市教育委員
会（以下、市教委）、国際交流協会（以下、協会）、大学で組織お
よび担当者間で連携を図りながら仕組みづくりに取り組むところ
もあります。以下、新潟県上越市の取り組みを紹介します。 

新潟県上越市

地域の教育委員会・学校・国際交流協会・
大学の連携による学びの質を保つ仕組みづくり 
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新潟県上越市では、組織間および担当者間の連携により、外
国につながる文化的言語的に多様な子どもたちの学びを支える
仕組みが少しずつ整えられてきました。現在、組織間の連携と
して、国立大学法人上越教育大学と（ 公社 ）上越国際交流協会
の連絡会（ 2010年度 ）、上越市における日本語指導に関する
事業への予算措置（ 2020年度 ）、教育委員会と国際交流協会
と大学の連携連絡会（ 2023年度 ）、教育委員会による日本語
支援対象の児童生徒が在籍する学校間および担当者の連絡会

（ 2025年度 ）が設置されています。 
このような連携体制には、市の教育委員会（ 以下、市教委 ）、

国際交流協会（ 以下、協会 ）、大学に問題意識を持ち、実働す
る者がいたこと、そこに外部の専門家の協力を得られたことが
あります。 

まず、2010年度に、大学と協会の間で連携連絡会の覚書を
締結しました。当時は、「 日本語指導が必要な子どもたち 」の
来日の背景は、再婚による国際結婚や日系人労働者の親への帯
同によるもので、居住地域も市内に点在していました※。協会
では学校へ日本語講師を派遣して日本語支援を行っていました。
子どもたちが来日して数年経ち、教科等の授業の理解と参加へ
の困難が見られるようになっても、当時、日本語講師には対応
できませんでした。そこへ、大学に子どもの日本語教育を専門
とする教員の着任を機に、協会の担当者と課題を共有し、市教
委の協力を得て、大学では教員養成および地域貢献として、教
科と日本語の統合学習による支援を課外で行うことになりまし

た。大学、協会、学校で子どもの学びを共有し、支援方法の研
修等も行ってきました。教員志望の学生や留学生等が参加し、
学生にとっても教育経験の場となっています。可能な限り子ど
もの母語や家族と使う家庭言語や、またこれまでに培ってきた
知識や経験とつなぎながら支援方法を工夫しています。組織間
での連携連絡会の設置、事業化および予算化により、長期的・
継続的な運営が可能となっています。 

次に、2020年度からの市教委を軸とした事業整備・予算措
置と連絡会の設置の動きには、以前より市教委、協会、大学の
各担当者が日本語指導支援体制について課題を共有しており、
教育長へ申し入れたこと、国会では 2019年に「 日本語教育の
推進に関する法律 」が成立したこと、文部科学省では外国人児
童生徒等教育アドバイザー派遣事業が始まったことがあります。
これらの一連の動きの中で土台が作られました。 

文科省の事業は、さまざまな教育課題を抱える中で日本語教育
には予算が確保できないという散在地域ならではの状況下で国の
事業として外部の専門家の協力を得ることができ、大きな影響力
がありました。第1回（2019年度）は体制づくりをテーマに学
校管理職および行政職員を対象に実施しました。協議会の設置の
重要性が示唆され、後述の連携連絡会の設置につながりました。 

第 2回（ 2020年度 ）は日本語の初期プログラムについて、
地域の実情を踏まえた初期指導プログラムの構想が具体的に教
示されたことにより、プログラム作成に動き出し、実施に至り
ました。その後、日本語支援員や講師、教員等により、誰が担
当になっても取り出し授業等で参考にできるよう日本語と教科
を統合した学習活動案を作成しました。日本語講師には学校教
員の経験者が増え、教科と日本語の両方の視点を取り入れやす
くなっています。 

先述の連携連絡会は、2023年度に設置され、市教委（ 学校 ）、
協会、大学が月に 1回、情報共有や意見交換、研修の企画や体
制等について話し合う場となっています。市教委は行政として
体制をつくり、協会はその委託を受けて、加配教員のいない学
校に日本語講師を派遣しています。学校や保護者等からも個別
の相談にも応じています。大学は、外国人児童生徒等の日本語
教育を専門とする教員等がアドバイザーとなり、共に課題解決
に取り組んでいます。その後、2025年には、日本語支援対象
の児童生徒が在籍する学校に対する連絡会が設置され、学校間、
担当者間の連携および研修の場が設けられています。また、市
教委では学校向けに受け入れに関するハンドブックを作成し、
市の多文化共生課では保護者向けに学校の仕組み等に関するハ
ンドブックを作成しました。連携の中で、課題を共有し対応し
てきたことが凝縮されています。市教委が行政として連携連絡
会という場を設けることによって課題が共有され、対応を検討
し、方策が取られるという好循環が数年かけて生まれています。 

上越市では、市教委、学校、協会、大学が連携しながら進め
てきました。その過程では、組織内外での担当者の実働と共に、
国の施策により専門家の招聘が可能となり、多くの教育関係者
に研修会で課題が共有されたこと、その後研修内容に立ち返り
ながら、話し合いを重ねて進めてきたことが背景にあると思い
ます。徐々に共に取り組んでくれる仲間も増えました。関係機
関と連携して、中長期的な見通しを持って、人材を確保すると
ともに、担当者が変わっても、一定の質の指導や支援が実施で
きるような仕組みづくりに取り組んでいます。 

※ 2018 年度までは日本語指導支援の対象児童は例年約 20 名でしたが、2022
年度以降は約 60 名に増加しています。2017 年の大企業の誘致に伴う外国人従
業員の雇用が進み、近隣の地域では集住化傾向にあります。 
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